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計画における「障がい」の標記 

  本計画では、人に対して「害」の字が使われることに不快感を持つ人の思い

に配慮するとともに、障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現を推進

するという観点から、法令用語等を除き「障害」の表記から「障がい」の表記

に変更しています。 

 

 



1 

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

平成18年の障害者自立支援法の施行により、障がい者計画の中の生活支援

に関する事項の実施計画として、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生

活支援事業の提供体制の確保に係る目標を定める市町村障がい福祉計画の策

定が義務付けられました。また、平成28年の児童福祉法の改正により、障が

い児の健やかな育成や発達支援に向け、障がい児サービス等の提供に係る見

込量、体制確保のための方策等を定める市町村障がい児福祉計画の策定が義

務付けられました。 

下川町では、下川町障がい者計画に掲げた基本理念「障がい者が尊厳を持

って、健やかでいきいきと暮らせる共生社会の実現」のため「第6期下川町

障がい福祉計画」（令和3年度～令和5年度）及び「第2期下川町障がい児福

祉計画」（令和3年度～令和5年度）を策定し、障がい福祉サービス等及び障

害児通所支援等の体制の確保と、事業の円滑な実施について、計画的な施策

の推進を図っております。 

この度、町は計画的にサービス提供を推進していくために、数値目標を設

定し、サービス提供体制の確保方策を定めるため、これまでの進捗状況を踏

まえたうえで、「第７期下川町障がい福祉計画」を策定し、障がい者が生き

がいのある生活の実現を目指す施策を定めるものです。 

また、障がい児通所支援等の提供体制を確保するため、児童福祉法で計画

策定が義務づけられている「第３期下川町障がい児福祉計画」を策定しま

す。 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、障害者総合支援法第88条に基づく、障がい福祉サービス等の

サービス量の見込み及びその確保の方策を定める「市町村障がい福祉計

画」さらに、児童福祉法第33条の20に基づく、国の基本指針に即して策定

する障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制の確保その他障が

い児通所支援及び障がい児相談支援の円滑な実施に関する計画「市町村障

がい児福祉計画」を一体的に策定するものです。  

 

障がい福祉計画 

○障害者総合支援法第88条 

市町村は、基本指針に即して、障がい福祉サービス、相談支援及び地

域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めるものとする。  

 

 障がい児福祉計画 

 〇児童福祉法第30条の20 

  市町村は、基本指針に即して、障がい児通所支援及び障がい児相談支

援の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。  
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３ 計画の期間 
障がい福祉計画並及び障がい児福祉計画の計画期間は、国の基本指針に

おいて３年と定められているため、計画期間は、令和６年４月から令和９
年３月までの３年間とします。 

 

年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

障がい 
福祉計画 

 
 

 
  

 

障がい 
児福祉計

画 

 
  

 
 

 

 
 
 

４ 計画の対象 

本計画では、手帳の有無にかかわらず、身体障がい、知的障がい、精神障

がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病等があるために日常生活や社会

生活の中で何らかの不自由な状態にある人を計画の対象とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期  

第７期  

第２期  

第６期  
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第２章 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 

１ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画について 

（１）計画の概要 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、障害者総合支援法・児童福祉法に

基づき、令和６年度から令和８年度を計画期間とする「下川町第７期障が

い福祉計画・第３期障がい児福祉計画」と位置づけます。 

国の基本指針や北海道の「ほっかいどう障がい福祉プラン」等を踏ま

え、令和８年度までの数値目標を設定するとともに、サービスごとの見込

量を定めて、必要なサービス量の確保を図ります。 

 

（２）計画推進の基本方針 

① 地域生活支援拠点の整備 

障がい者の高齢化・重度化や親亡き後も見据え、障がいのある子ども

や障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、下

川町・名寄市・美深町・中川町・音威子府村の５市町村による様々な支援

を切れ目なく提供できる仕組み（地域生活支援拠点）を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援拠点とは  

障がい者の暮らしを支えるため、地域の関係機関が連携して、住まいの確保や住宅環境を提供し

たり、２４時間の相談対応や緊急時の受け入れや医療機関への連携、自立生活を体験する機会など

の提供、専門的な人材の確保・養成などを行います。  

また、各市町村で不足している機能を圏域全体で補い、広域で整備していくこともできます。  
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② 障がい福祉サービス等の充実 

障がいのある一人ひとりのニーズに応じた障がい福祉サービス、相談支

援及び地域生活支援事業を促進します。  

 

③ 福祉施設から地域生活への移行促進 

地域における居住の場としての広域でグループホームの利用促進を図る

とともに、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援等の促進により利

用者のニーズを勘案の上、福祉施設から地域生活への移行を進めます。  

 

④ 権利擁護の推進 

障がい者虐待の未然防止と、差別解消に取り組むなど、権利擁護を推進

します。 

 

⑤ 相談支援体制の整備 

障がい者のサービス利用状態や、希望を勘案し一貫性を持った障がい福

祉サービス等が提供されるよう総合的な支援を行います。  

 

 ⑥ 情報提供の充実  

  各種の制度を障がい者が主体的に選択し、有効かつ積極的に活用してい

くための情報提供に努めます。 

 

⑦ 障がい児支援の充実 

 発達に心配のある子どもについては、その抱える課題を早期に発見し、

適切な時期に療育につなげるとともに、成長段階に応じた一貫した支援を

行っていきます。 

  また、障がい児やその家族が抱える問題や不安、悩みを相談できる体制

を充実させます。 
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２ 障がい福祉サービス体系について 

障害者総合支援法に基づくサービスの体系は、訪問系、日中活動系、居住

系などの「障がい福祉サービス」と「地域生活支援事業」からになります。 

地域生活支援事業については、サービス内容や利用者負担等具体的な内容

を市町村が主体的に、地域の実情と利用者の状況に応じて柔軟に決定できる

サービスであり、本町の障がい福祉施策の特色を出すものとして、適切なサ

ービスメニューを実施しています。 

 

 

 

  

訪問系サービス  

・居宅介護  

・重度訪問介護  

・同行援護  

・行動援護  

・重度障害者等包括支援  

日中活動系サービス  

・生活介護  

・自立訓練（機能・生活）  

・就労移行支援  

・就労継続支援（A・B 型） 

・就労定着支援  

・療養介護  

・短期入所  

（ショートステイ）  

 

自立支援医療  

・更生医療   ・育成医療  

・精神通院医療  補装具  

 

相談支援  

・計画相談支援  

・地域移行支援   

・地域定着支援  

障がい福祉サービス  

障がい者・児  

地域生活支援事業  

・相談支援事業  

・コミュニケーション支援事業  

・日常生活用具給付等事業  

・手話奉仕員養成研修事業  

・移動事業支援  

・地域活動支援センター事業  

・成年後見制度利用支援事業  

・日中一時支援事業  

 

障がい児支援  

障がい児通所支援  

・児童発達支援  

・放課後等デイサービス  

 

障がい児相談支援  

居住系サービス  

・共同生活援助  

（グループホーム）  

・施設入所支援  

障がい児保育  特別支援学級  

連携  
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３ サービス利用状況について 

（１）障がい福祉サービス   

① 訪問系サービス 

【サービスの概要】 

サービス名 サービス内容   

居宅介護 
ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事

の介護や調理、洗濯、掃除などの家事を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者または重度の知的障がい若しくは

精神障がい者で、常時介護を要する人に、自宅で入

浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援な

どを総合的に行います。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外

出するときに、必要な視覚的情報の支援、外出先での

排せつ・食事等の支援を行います。 

行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、

危険を回避するために必要な支援、外出支援を行いま

す。 

重度障害者等包括

支援 

常時介護を要する人で、意思疎通を図ることに著しい

支障がある人のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状況に

ある人、知的障がいまたは精神障がいにより行動上著

しい一時困難を有する人に対して、居宅介護等複数の

サービスを包括的に行います。 

 

【計画値と利用実績値】      （単位：上段時間/月 下段人数/月） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

居宅介護 
15 

2 

8 

1 

15 

2 

9 

1 

15 

2 

12 

1 

重度訪問介護 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

同行援護 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

行動援護 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

重度障害者等包括

支援 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

０ 

0 

 

訪問系サービスは、居宅介護のみの利用であり、令和３年度から令和５年

度は、利用者の転出により計画値より実績が減少となりました。 
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② 日中活動系サービス 

【サービスの概要】                    

サービス名 サービス内容   

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せ

つ・食事の介護等を行います。 

自立訓練 

(機能訓練) 

身体障がいのある人に、身体機能・生活能力の維

持・向上等のために必要なリハビリテーション、

生活等に関する相談や必要な支援を行います。  

自立訓練 

(生活訓練) 

知的障がい、精神障がいのある人に、食事や家事

等、自立した日常生活を営むために必要な訓練、

生活等に関する相談や必要な支援を行います。  

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練を行います。 

就労継続支援 

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供す

るとともに、知識及び能力の向上のために必要な

訓練を行います。雇用契約に基づいて労働の機会

を提供するＡ型、雇用契約を結ばないＢ型があり

ます。 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機

能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活

の世話を行います。 

短期入所 

(ショートステイ) 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、

夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護等を

行います。 

 

【計画値と利用実績値】             （単位：人数/月） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

生活介護 23 22 23 21 23 19 

自立訓練 

(機能訓練) 
1 ０ 1 ０ 1 0 

自立訓練 

(生活訓練) 
1 1 1 0 1 0 

就労移行支援 1 1 1 1 1 1 

就労継続支援 13 12 13 13 13 12 

療養介護 2 2 2 2 2 2 

短期入所 

(ショートステイ) 
5 0 5 1 5 1 

  日中活動系の利用実績は、生活介護・自立訓練（機能訓練）・短期入所

については、計画より実績が下回りました。  
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  ③ 居住系サービス 

【サービスの概要】 

サービス名 サービス内容   

共同生活援助 

(グループホーム) 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常

生活上の援助を行います。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せ

つ・食事の介護等を行います。 

 

【計画値と利用実績値】             （単位：人数/月） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

共同生活援助 

(グループホーム) 
15 15 15 15 15 15 

施設入所支援 20 20 20 18 20 17 

 居住系サービスの利用実績は、共同生活援助は計画通りでしたが施設入

所支援は、退所者が多く計画より実績が下回りました。  

 

④ 相談支援 

【サービスの概要】 

サービス名 サービス内容   

計画相談支援 

障がい福祉サービスを利用する障がいのある人の

心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、

サービス等利用計画などを作成し、サービス提供

事業者との連絡・調整、モニタリングを行いま

す。 

地域移行支援 

施設入所中または精神病院入院中の障がいのある

人に、住居の確保、地域生活の準備や地域におけ

る生活に移行するための活動に関する相談等の支

援を行います。 

地域定着支援 

居宅で一人暮らしをしている障がい者等に対する

夜間も含む緊急時における連絡、相談等の支援を

行います。 
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【計画値と利用実績値】             （単位：人数/月） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

計画相談支援 9 11 9 12 9 10 

地域移行支援 1 0 1 0 1 0  

地域定着支援 1 0 1 0 1 0  

  計画相談支援は、新規の増加により計画より実績が上回りました 

  地域移行支援、地域定着支援の利用はありませんでした。  

 

（２）地域生活支援事業   

① 相談支援事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

障がい者相談支援 

事業 

障がいのある人やその家族などからの相談に応

じ、必要な情報の提供、福祉サービスの利用支

援、権利擁護のために必要な援助などを行いま

す。 

市町村相談支援 

機能強化事業 

相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相

談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を

有する専門的職員を広域で配置します。  

 

【計画値と利用実績値】               （単位：箇所） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

障がい者相談支援 

事業 
１ １ １ １ １ １ 

市町村相談支援機 

能強化事業 
１ １ １ １ １ １ 

  本事業におきましては、広域で事業所委託していることから、計画どお

り推移しています。 

 

② 成年後見制度利用支援事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

成年後見制度利用 

支援事業 

知的障がい、精神障がい等で判断が不十分な人に

ついて、成年後見制度の利用を支援するため、そ

の費用の助成等を行います。 
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【計画値と利用実績値】               （単位：人数） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

成年後見制度利用 

支援事業 
１ ０ １ ０ １ ０ 

  本事業の利用はありませんでした。 

 

③ コミュニケーション支援事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

コミュニケーショ

ン支援事業 

聴覚等の障がいのため、意思の疎通を図ることに

支障がある人に、手話通訳者の派遣を行い、意思

疎通の円滑化を図ります。 

 

【計画値と利用実績値】               （単位：人数） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

コミュニケーショ

ン支援事業 
3 2 3 2 3 2 

 コミュニケーション支援事業は、計画より実績が下回りました。 

 

④ 日常生活用具給付等事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

日常生活用具給付 

等事業 

障がい者に対し自立生活支援用具等の日常生活用

具を給付することなどにより、生活の便宜を図

り、その福祉の増進を図ります。 

 

【計画値と利用実績値】               （単位：件数） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

介護・訓練支援用具 1 ０ 1 1 1 ０ 

自立生活支援用具 1 ０ 1 ０ 1 ０ 

在宅療養等支援用

具 
1 ０ 1 ０ 1 ０ 

情報・意思疎通支援

用具 
1 0 1 0 1 0 

排泄管理支援用具 150 120 150 146 150 160 

居宅生活動作補助 

用具（住宅改修費） 
1 ０ 1 ０ 1 ０ 

  日常生活用具給付等事業は、ほぼ排泄管理支援用具（ストーマ装具）の

利用者となっており、新規の増加により計画より実績が上回りました。  
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⑤ 移動支援事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障がいのある人などについ

て、外出のための支援を行います。 

 

【計画値と利用実績値】               （単位：人数） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

移動支援事業 1 １ 1 2 1 2 

  移動支援利用者は、新規の増加により計画より実績が上回りました。  

 

 

⑥ 地域活動支援センター事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

地域活動支援セン 

ター 

創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交

流等を行います。 

 

【計画値と利用実績値】               （単位：箇所） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

地域活動支援セン 

ター 
１ 1 １ 1 １ 1 

  本事業におきましては、広域で事業所委託していることから、計画どお

り推移しています。 

 

⑦ 手話奉仕員養成研修事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

手話奉仕員養成研

修事業 
手話奉仕員を養成する研修を実施します。  

 

【計画値と利用実績値】               （単位：人数） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

手話奉仕員養成研

修事業 
１ 0 １ 0 １ 0 

  本事業におきましては、広域で事業を実施しておりますが、受講者はい

ませんでした。 
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⑧ 日中一時支援事業 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

日中一時支援事業 

障がいのある人の日中における活動の場を確保

し、日常介護している家族の一時的な軽減を図り

ます。 

 

【計画値と利用実績値】               （単位：人数） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

日中一時支援事業 １ １ １ 1 １ 1 

  日中一時支援利用者は計画通り利用実績が推移しています。  

 

 

（３）障がい児支援  

① 障がい児通所支援 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

児童発達支援 

障がい等のある就学前の児童に対し、日常生活の

基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ

の適応訓練等を行います。 

放課後等デイサー

ビス 

障がい等のある就学している児童に対して、放課

後や学校休業中において、生活能力向上のための

訓練等を実施します。 

 

【計画値と利用実績値】     （単位：上段人数/月 下段日数/月） 

サービス名 
令和３年度 令和４年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

児童発達支援 
3 

12 

4 

11 

3 

12 

3 

8 

3 

12 

5 

14 

放課後等デイサー

ビス 

5 

15 

3 

5 

5 

15 

3 

5 

5 

15 

3 

7 

 障がい児通所支援の利用実績は、児童発達支援利用者は新規の利用者が

増加傾向にあり、計画より実績が上回りました。放課後等デイサービス利

用者は、新規の利用者が少なく学校卒業に伴い計画より実績が下回りまし

た。 
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② 障がい児相談支援 

【事業の概要】 

サービス名 サービス内容   

障がい児相談支援 

障がい児通所支援を利用するすべての児童を対象

に、心身の状況、その置かれている環境等を勘案

し、障がい児支援利用計画を作成し、サービス提

供事業者との連絡・調整、モニタリングを行いま

す。 

 

【計画値と利用実績値】             （単位：人数/月） 

サービス名 
令和3年度 令和4年度 令和５年度  

計画 実績 計画 実績 計画 見込 

障がい児相談支援 2 2 2 2 2 3 

  障がい児相談支援は、ほぼ計画どおり利用実績が推移しました。 

 

 

４ サービス利用計画について 

（１）障がい福祉サービス 

① 訪問系サービス 

【計画値】           （単位：上段時間/月 下段人数/月） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

居宅介護 
20 

4 

20 

4 

20 

4 

重度訪問介護 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

同行援護 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

行動援護 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

重度障害者等包括

支援 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

■訪問系サービスの見込量確保の方策 

訪問系サービスは、日常生活を営むのに支障がある障がいのある人の居宅

生活を支えるのに大変重要なサービスとなります。そのため、施設入所者や

長期入院者の地域生活への移行を見据えて、サービスに関する周知・啓発を

進め、利用者本位のサービス提供を推進できるよう、努めます。 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

② 日中活動系サービス 

【計画値】                   （単位：人数/月） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

生活介護 21 21 21 

自立訓練 

(機能訓練) 
1 1 1 

自立訓練 

(生活訓練) 
1 1 1 

就労移行支援 1 1 1 

就労継続支援 13 13 13 

療養介護 2 2 2 

短期入所 

(ショートステイ) 
3 3 3 

 

■日中活動系サービスの見込量確保の方策 

日中活動系サービスでは、可能な限り利用者にとって身近な地域で日中活

動の場を確保できるよう、近隣市並びに近隣事業者との調整に努めながら、

サービス提供体制を確立していきます。また、就労機会の拡充に向け、関係

機関と連携しながら、就労支援の強化に努めます。 

 

③ 居住系サービス 

【計画値】                   （単位：人数/月） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

共同生活援助 

(グループホーム) 
16 16 16 

施設入所支援 17 17 17 

 

■居住系サービスの見込量確保の方策 

共同生活援助（グループホーム）については、入所施設・精神科病院から

の地域移行や、地域における生活の場として必要不可欠なサービスであり、

利用者が増加傾向にあることから、今後も確保に向けて取り組んでいく必要

があります。北海道並びに近隣市とも十分に連携を図りながら、サービス量

の確保に努めます。 

施設入所については、国の指針では、施設入所者数を減らしグループホー

ムや在宅での地域生活移行を推進していますが、施設入所の支援を受けなけ

れば生活できない利用者もいることから、利用者の実情に沿ったサービスを

継続していきます。 
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④ 相談支援 

【計画値】                   （単位：人数/月） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

計画相談支援 10 10 10 

地域移行支援 1 1 1 

地域定着支援 1 1 1 

 

■相談支援の見込量確保の方策 

利用者の意向や心身の状況等を踏まえ、一人ひとりに応じたサービス利用

計画等の作成を円滑に行えるよう、相談支援体制の充実やサービス提供事業

所との連携のもとに、必要な情報提供や利用者のニーズに対応していきま

す。 

 

 

（２）地域生活支援事業   

① 相談支援事業 

【計画値】                     （単位：箇所） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

障がい者相談支援

事業 
1 1 1 

市町村相談支援機 

能強化事業 
1 1 1 

 

② 成年後見制度利用支援事業 

【計画値】                   （単位：人数/年） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

成年後見制度利用 

支援事業 
1 1 1 

 

③ コミュニケーション支援事業 

【計画値】                   （単位：人数/年） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

コミュニケーショ

ン支援事業 
2 2 2 
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④ 日常生活用具給付等事業 

【計画値】                   （単位：件数/年） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護・訓練支援用具 1 1 1 

自立生活支援用具 1 1 1 

在宅療養等支援用

具 
1 1 1 

情報・意思疎通支援

用具 
1 1 1 

排泄管理支援用具 140 140 140 

居宅生活動作補助 

用具（住宅改修費） 
1 1 1 

 

⑤ 移動支援事業 

【計画値】                   （単位：人数/月） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

移動支援事業 4 4 4 

 

⑥ 地域活動支援センター事業 

【計画値】                      （単位：箇所 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

地域活動支援セン

ター事業 
1 1 1 

 

⑦ 手話奉仕員養成研修事業 

【計画値】                     （単位：人数） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

手話奉仕員養成研

修事業 
1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

⑧ 日中一時支援事業 

【事業の概要】                   （単位：人数） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

日中一時支援事業 1 1 1 

 

■地域生活支援事業における見込み量の確保の方策 

地域生活支援事業は、今後もサービスの質が低下することのないよう、積

極的な実施に努めます。 

また、地域生活や社会参加の観点からサービス利用の促進を図るため、サ

ービスの種類や内容に関する情報提供に努め、障がいのある人の自己決定を

尊重し、利用者本位のサービス提供に努めます。 

 

（３）障がい児支援 

障がい児支援サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービスが含まれ

る障がい児通所支援と、障がい児相談支援で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 障がい児通所支援 

【計画値】           （単位：上段人数/月 下段日数/月） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

児童発達支援 
3 

12 

3 

12 

3 

12 

放課後等デイサー

ビス 

5 

15 

5 

15 

5 

15 

 

■障がい児通所支援における見込み量の確保の方策 

児童発達支援では、関係機関、サービス提供事業者と連携し、実施体制の

確保を図ります。 

放課後等デイサービスでは、サービス提供事業者と連携し、児童発達支援

からの円滑な移行を支援し、サービス実施体制の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

障がい児支援

障がい児通所支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

障がい児相談支援
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② 障がい児相談支援 

【計画値】                     （単位：人数） 

サービス名 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

障がい児相談支援 2 2 2 

 

■障がい児相談支援における見込み量の確保の方策 

障がい児相談支援では、障がいのある児童一人ひとりに応じたケアマネジ

メントの仕組みづくりを進めるとともに、サービス提供事業所と連携し、ニ

ーズに対応できる体制整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 


